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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成22年9月2日(2010.9.2)

【公表番号】特表2010-502253(P2010-502253A)
【公表日】平成22年1月28日(2010.1.28)
【年通号数】公開・登録公報2010-004
【出願番号】特願2009-526218(P2009-526218)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   5/44     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ  13/42     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ  13/49     (2006.01)
   Ｇ０１Ｄ  21/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ   5/44    　　　Ｓ
   Ａ４１Ｂ  13/02    　　　Ｌ
   Ｇ０１Ｄ  21/00    　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月14日(2010.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電気絶縁障壁層を提供するように構成された可撓性基材を含み、
　前記第１の電気絶縁障壁層は、第１の導電性回路パスと、第２の導電性回路パスと、該
第１の電気絶縁障壁層の厚さ全体を貫通する少なくとも１つの孔とを有し、
　第１の所定の孔位置において、前記第２の導電性回路パスの部分は、前記第１の導電性
回路パスの部分に近接しており、
　前記可撓性基材は、前記第１の孔位置において前記第１の導電性回路パスと前記第２の
導電性回路パスとの間に挿置され、
　前記少なくとも１つの孔が導電性充填材で充填されて、前記第１の導電性回路パスと前
記第２の導電性回路パスとの間に相互接続用導電性充填材パスを形成し、前記第１の所定
の孔位置において該第１の導電性回路パスが該第２の導電性回路パスに導電接続されて連
続的な電気回路を形成することを特徴とする物品。
【請求項２】
　前記物品が、上面シート、裏面シート、及び前記上面シートと前記裏面シートとの間に
これらに対面する関係で配置された吸収体コアを含む使い捨て物品であり、
　前記上面シート、前記裏面シート、前記吸収体コアの少なくとも１つが可撓性基材であ
ることを特徴とする請求項１に記載の物品。
【請求項３】
　前記吸収体コアは、約３０重量％から約９０重量％までの間の超吸収性材料を含むこと
を特徴とする、請求項１または２に記載の使い捨て物品。
【請求項４】
　前記物品は、パーソナルケア吸収性物品、健康／医療用吸収性物品、家庭／産業用吸収
性物品、及びスポーツ／建設工事用物品から選択されることを特徴とする、請求項１乃至
３のいずれかに記載の物品。
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【請求項５】
　前記少なくとも１つの孔は、約０．１ｍｍ以下の直径を有することを特徴とする、請求
項１乃至４のいずれかに記載の物品。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの孔は、穿孔、打ち抜き、超音波、局所的伸長、高圧ガス、高圧液
体、電磁的粒子励起、高周波数、又はそれらの組み合わせによって形成されることを特徴
とする、請求項１乃至５のいずれかに記載の物品。
【請求項７】
　前記導電体充填材は、金、銀、銅、パラジウム、白金、アルミニウム、ニッケル、コバ
ルト、炭素、炭素ドープ材料、導電性ポリマー、及びそれらの組み合わせから選択された
導電性材料を含む物質であることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれかに記載の物品
。
【請求項８】
　前記導電体充填材は、印刷、圧延、押し出し、射出、噴霧、又はそれらの組み合わせに
よって、前記少なくとも１つの孔に適用されることを特徴とする、請求項１乃至７のいず
れかに記載の物品。
【請求項９】
　前記第１の孔位置において、前記第１の回路パスと前記第２の回路パスとの間に複数の
可撓性基材が挿置されることを特徴とする、請求項１乃至８のいずれかに記載の物品。
【請求項１０】
　前記第１の電導性回路パスと前記第２の導電性回路パスは、導電箔、導電性ラミネート
、導電性トレース、導電性インク、接着剤、又はそれらの組み合わせの形態であることを
特徴とする、請求項１乃至９のいずれかに記載の物品。
【請求項１１】
　前記可撓性基材は、約０．００１５ｇｆ・ｃｍ２／ｃｍから約０．０３ｇｆ・ｃｍ２／
ｃｍまでの可撓性値を有することを特徴とする、請求項１乃至１０のいずれかに記載の物
品。
【請求項１２】
　前記第１の孔位置における前記導電体材料の組み合わされた厚さは、約９μｍから約５
０μｍまでの間であることを特徴とする、請求項１乃至１１のいずれかに記載の物品。
【請求項１３】
　前記第１の孔位置における前記導電体材料の前記組み合わされた厚さは、前記挿置され
た基材の厚さの約５％から約６０％までであることを特徴とする、請求項１乃至１２のい
ずれかに記載の物品。
【請求項１４】
　各々の導電性回路パスは、約０Ω／ｍから約１ＭΩ／ｍまでの間の抵抗率値、好ましく
は約０Ω／スクエア毎ミルから約３３Ω／スクエア毎ミルまでの間の抵抗率値、より好ま
しくは約０Ωから約１ＫΩまでの間の抵抗率値を有することを特徴とする、請求項１乃至
１３のいずれかに記載の物品。
【請求項１５】
　各々の導電性回路パスは、約０．０１ｃｍから約１ｃｍまでの間の機械横方向を有する
ことを特徴とする、請求項１乃至１４のいずれかに記載の物品。
【請求項１６】
　前記第１の回路パスはセンサに接続されることを特徴とする、請求項１乃至１５のいず
れかに記載の物品。
【請求項１７】
　前記第２の回路パスは、センサ・データを受け取り、選択された信号データを提供する
電子プロセッサ機構に接続されることを特徴とする、請求項１乃至１６のいずれかに記載
の物品。
【請求項１８】
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　請求項１乃至１７のいずれかに記載の物品を製造する方法であって、
　第１の導電性回路パスを準備し、
　第２の導電性回路パスを別個に準備し、
　第１の所定の孔位置において、前記第１の導電性回路パスの部分を前記第２の導電性回
路パスの部分に近接して配置し、
　前記第１の孔位置において、前記第１の導電性回路パスと前記第２の導電性回路パスと
の間に挿置された第１の電気絶縁障壁層を準備し、
　前記第１の孔位置において、前記第１の電気絶縁障壁層の厚さ全体を貫通する孔を準備
し、
　前記孔を導電性充填材で充填し、前記第１の孔位置において前記第１の導電性回路パス
を前記第２の導電性回路パスに導電接続して、該第１の孔位置において該第１の導電性回
路パスと該第２の導電性回路パスとの間に導電性充填材パスを提供する、
ステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　前記第１の導電性回路パスは、電流に対して実質的に非導電性である第１の基材に適用
され、
　前記第１の基材は、前記第１の電気絶縁障壁層を提供するように構成された、
ことを特徴とする、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１の導電性回路パスは、液体状態の第１の導電性材料から第１の導電性材料を前
記第１の基材の上に印刷することによって適用されたことを特徴とする、請求項１９に記
載の方法。
【請求項２１】
　前記第１の基材は、約１５０℃までの軟化点温度と、約０．０３ｇｆ・ｃｍ２／ｃｍま
での可撓性値とを有する第１のフィルム又は不織布材料によって提供されたことを特徴と
する、請求項１９または２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記別個に準備された電導性回路パスは、電流に対して実質的に非導電性である第２の
基材に適用されたことを特徴とする、請求項１８乃至２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　前記第２の導電性回路パスは、液体状態の第２の導電性材料から第２の導電性材料を前
記第２の基材の上に印刷することによって適用されたことを特徴とする、請求項２２に記
載の方法。
【請求項２４】
　前記第１の導電性回路パスは、センサ・データを提供するセンサ機構に作動的に接続さ
れ、
　前記第２の導電性回路パスは、前記センサ・データを受け取り、信号データを提供する
電子プロセッサ機構に作動的に接続された、
ことを特徴とする請求項１８乃至２３のいずれかに記載の方法。
【請求項２５】
　前記孔位置は、実質的に液体不透過性となるように構成されたことを特徴とする、請求
項１８乃至２４のいずれかに記載の方法。
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